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◎開議宣告

１０時００分 開会

○議長（辻義雄） ただいまの出席議員は１０名であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（辻義雄） 諸般の報告を事務局長からいたします。

豊嶋事務局長。

○議会事務局長（豊嶋慎一） 諸般の報告をいたします。本日議題となります発議３件、各常任委

員長および議会運営委員長からの所管事務等の調査および閉会中の継続調査の申出書をそれぞれお

手元に配付いたしました。以上であります。

○議長（辻義雄） 以上で諸般の報告を終わります。

◎一般質問

○議長（辻義雄） 日程第１、一般質問を行います。質問用紙は事前に配付済であります。質問者

３名、質問件数５件になっております。

この際申し上げます。一般質問の質問時間は各議員４０分以内と決定しております。質問時間終

了３分前と終了時にブザーを鳴らしますのであらかじめご承知おきください。

それでは順次質問を許します。

辻紀樹議員。

〔議員（２番 辻紀樹）登壇〕

○議員（２番 辻紀樹） 私は農業振興についてをご質問いたします。

本町の農業は、酪農・畜産・畑作を中心に地域経済の振興に寄与してきましたが、年々農業を取

り巻く環境は厳しさを増し、特に酪農は社会的要因も加わり、農家戸数は平成２３年度３１戸、平

成２７年度２４戸、現在の戸数では２１戸と大幅に減少しています。

その一方で、高性能な搾乳ロボットの導入や、大型トラクターなどの農業機械を導入し、作業効

率向上の取り組みをするとともに、飼養頭数の増頭による経営拡大を目指す傾向にあります。

今後、大規模農家を目指すためには、担い手の育成・従事時間の短縮、さらには優良草地確保な

ど多くの課題もあります。このことを踏まえ、次の３点についてお伺いします。

（１）担い手対策の現状と今後の取り組みは。

（２）育成牛の通年預託は農業従事者の大幅な作業の軽減が図られると思うが検討してはどうか。

（３）優良草地は酪農の最も重要な生産基盤であり、生産性の高い営農を実践するためにも農地

整備事業が必要と思うが。

以上、町長の所見をお伺いいたします。

〔議員（２番 辻紀樹）自席へ〕
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○議長（辻義雄） 木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 農業振興についてご回答申し上げます。

本町の農業は高齢化、後継者不足、飼料等の高騰により経営が難しくなり、酪農家戸数が減少し

続けているのが現状であります。それでは順次お答えをいたします。

（１）「担い手対策」については、現在、人・農地プランを見直しながら農地の流動化や、利用

集積による、生産性の向上を行うとともに、クラスター事業の実施により、高性能機械の導入を行

い、各農家への支援を行っております。しかし、町内農業の全てにおいて高齢化や後継者が不足し

ており、担い手不足を解消するべく、新規就農者の受入に係る研修制度や補助制度の検討を行うた

めに関係機関との打合せおよび検討会議等の実施、また、新規就農フェアへの積極的な出展等、担

い手の確保のために取り組みを続けてまいります。

（２）「育成牛の通年預託」については、規模拡大や作業の軽減が図られることは十分承知して

おりますが、育成舎の建設や従業員の確保等、経費もかかることから、農業者への聞き取り等を実

施し、農協や関係機関と協議しながら検討してまいります。

（３）「農地整備事業」については、自給飼料生産基盤に立脚した畜産経営を確立するため、農

地の集積・団地化を促進するとともに、牧草の優良品種を用いるため、道営草地整備事業での起伏

修正および暗渠排水等の整備を行い、草地の湿害を解消し、粗飼料自給率の向上・生産コストの低

減を図っております。また、現在の整備計画は、令和４年度までの計画となっておりますが、令和

５年度以降も優良草地の確保のため、整備計画策定に向けて道と協議を進めてまいります。以上で

す。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（辻義雄） 辻議員。

○議員（２番 辻紀樹） それでは何点か再質問をさせていただきます。

まず、１番の担い手対策の中で、文面の中に新規就農者の受け入れにかかる研修制度や補助金制

度の検討を行うために、関係機関との打ち合わせおよび検討会を実施している、という文言があり

ます、これについては、ちょっと僕も勉強不足で申し訳ないんですけども、どのような検討会で、

どのような機関が参加しているのか、教えていただけませんか。

○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） 新規就農事業というのは、毎年フェアもやって、農協さんと関連行政機関な

どとの協議を進めているんですが。やっぱり受入の仕方の問題が大きな課題になってて、それはひ

とつとして、例えば農業法人であって、健康保険それから年金制度、福利厚生、全ての条件が整っ

ていないと、新規就農者はやっぱり生活がかかるものだからなかなか手を挙げてこない。一般の農

家であれば雇用保険くらいで、あとほとんど自分たちで国保も加入しなきゃいけないということで、

非常にそこら辺の整備がきちっと行き届いてないと、新規就農者を受け入れることは難しい世界に

なってきてる。そのためにはやっぱり農協だとか行政機関がしっかり、そういった法人化を目指す

ような制度の酪農屋さんを育てていって、そこに新規就農者を迎えるということが最大の懸案の事

項になってて。新規就農フェアのブースに尋ねて来てくれる、１０人も、去年何人だったかな、来

てくれてる。住所も連絡先もちゃんと教えてくれるんだけど、そのあとからの応募の話も全然入っ

て来ない。それはやっぱり、受け入れ側の体制が不備だということがあからさまになっているから

だと思っております。そのためにはやっぱり関係機関しっかり連携して、そうした条件を整えてい
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くということが最良の大事な要件だろうと思っておりますので、今後そうしたことも詰めながら新

規就農者の確保に努めていきたい、そう思ってます。

○議長（辻義雄） 辻議員。

○議員（２番 辻紀樹） 質問しようと思ったのが、もう答えが出てしまったので。この件につい

てはそのとおりだと思うんですね。やはり受け手のほうがきちっとしないと。それと何軒かに聞き

ますと、やっぱり農業関係者の頭の中には、家族経営をするという頭が、そちらのほうに向いてて、

考え方が向いています。やっぱりそこら辺を意識改革を求めていかなければ。大型化、大農家を目

指す際に、やはり外部からの新しい、若い力を必要とします。そういう意味からもこの部分につい

ては、農業者を含めたそういう話し合いを進めていくというのが肝要かと思って。全体に向いてい

る考え方は、僕は町のほうでは間違っていないだろうと思ってます。それでいいと思います。

２番目の育成牛の通年預託。これ現在季節で、５月から１０月頃まで、町では２牧場で預かって

いるということになります。町内で通年委託をしている八雲町にお願いして、業者なんですけども、

３年ほど前にずっとやってたんですけども、そのひとつが廃業になりました。長万部の委託してい

た人達は、ほかの委託業者にお願いしたんですけども、なかなかうまくいかないということで、自

分で作った人もいます。そういうことを考えると、これは質問で「検討してください」という文面

に抑えてるのは、お金のかかる話なものですから、まあ数億円はかかるだろうなと。やはりこれを

実施するには農業者の、酪農者の協力または一緒に作っていくんだという意識がなければ、これも

また難しい。そのやり方の方法もいろいろあるとは思うんですが、ここら辺はちょっと難しいなと

いう気はするんですけども、やっぱり受益者、要するに農家それから農協、それに改良普及所、そ

れに共済組合の先生方、こういう人方も含めながら、当然ここで農協や関係機関と協議したいと、

しながら検討するということになってますんで、これはぜひ検討していただきたい。いろいろな検

討した中で、これに変わるものはあるかもしれません。それはいろいろ現場の人とも話し合えば、

英知が出てくるんだと僕は思ってます。そこら辺は町長どうお考えになりますか。

○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） 預託の話は、今出てくるだけの話、もっと前からいろいろな酪農屋さんと懇

談会やった時点でこの預託の話は出てて。できれば３００頭ほどの預託をお願いしたいという話だ

ったんだけど、現実に３００頭、通年の事業として受けるとしたら、相当な従業員も確保だとか、

それからもちろん農地をいわゆる草地を確保して、冬場の餌になる部分の肥料の確保も相当な数に

なってくる。ということでやるとしたら本当におっしゃるとおり数億円の投資をしながら、そして

これから農家さんだけでなくて、各関係機関がそろってその事業に参入していかないと、この預託

の話については前進が見られないんでないのかな。ただし経営的にきちっとやるとすると、酪農家

の皆さんもそれなりに協力していただいて、経営に間に合うような預託の数字を頭数を出してもら

わないと前に進んでいけないんでないかな。そんな気がするんで、これからのひとつの課題として、

酪農屋さんをこれから減少させるのではなくて、ひとつ増やしていくとなると、これが大きな課題

となってくるだろうなと、そんなふうに思ってますので、今後の大きな課題として捉えていきたい

と、そう思ってます。

○議長（辻義雄） 辻紀樹議員。

○議員（２番 辻紀樹） それでは３点目、農地整備なんですが、公団のほうに今、令和４年から

の引き続き草地整備していきますということなんですけど、これは現状の、今使われている草地の

基盤整備のことだと思うんです。
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それで、行政報告の中にも表明されていますが、大規模な農業生産法人が本町へ参入を受けて現

地法人を立ち上げたという報告がありました。長万部の現在の頭数というのは、約２,０００頭お

ります。この近代大型農業生産法人の計画を、僕たちも農業委員会の立場で聞いたことがあります。

将来的にですが、同じような２,０００頭を目標にしているというお話がされてました。１回に２,

０００頭規模になるということはないと思うんですが、だとすれば、農地は足りなくなります。遊

休農地等もありますけども、優良な草地というのはそんなに長万部の場合は多いわけではありませ

ん。ですから、今後どのような事業、補助事業なりどのような事業があるか別にしても、優良農地

の造成ですかね、新たに作る。求めていく。という事業は必要になるかと思う。やはり大きな会社

ですから、草地、これは求めてくると思うんですが、こういう基盤を整備しながら、大規模農業生

産法人と共存・共栄できるような、そしてまた町とすれば、既存の農家を守っていく、そういう使

命もあると思いますので、こういうことを踏まえるとやはり草地、これを確保するということは必

要だと思うんですが、どのようにお考えでしょうか。

○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） 大規模な酪農屋さんとのひとつの話の話題で今質問されてるんですが、それ

とこの農地の整備との関係で一緒に捉えたらちょっと話づらい部分があるんで。ただ今、道営事業

で草地の整備をやってる、これは答弁のとおり令和５年からやりますよという話なってるんだけど。

今使われてない遊休農地、今の現状では草地として使えないという場所が相当数出てきてる。これ

をやるとしたらこれやっぱり国の力でやらないと、道の力だけではできないということが、今まで

の流れの中でわかってきているんで、やはりそれをもっと解消してやるとしたら、国営でやるよう

な、国営災害農地の対応を検討を考えていかないと、長万部の遊休農地の再生は不可能と、そう思

ってますので。今後必要な農地の推計が出てきた場合については、やはり国や道のほうの事業を使

って前に進まないと、なかなか整備は不可能かなとそんなことを考えております。なお、大型酪農

家の品質というのは、今まだ緒に就いたばかりで、全く規模、それから農地の集積をどの程度やっ

てるのかということも含めて、今後報告があって、また酪農屋さんの今使ってる農地とバッティン

グしないような形でやらないと、既存の酪農屋さんが一生懸命やってるんだけど、その農地を剥が

されてしまったら、頭数減らすしかないわけだから、拡大に向けた酪農屋さんの基盤はこれは潰し

ていけない、そういうことを踏まえて整理していかないと、農地改良もなかなか難しいのかなと。

ただ、道営の草地改良については、令和５年度も引き続いてやりながら、そういった遊休農地の今

度やる場合には、国営で災害農地対策でやらないと前に進めない、そう思ってますのでそこら辺は

しっかりと捉えてやっていきたい、そう思ってます。

○議長（辻義雄） 以上で辻紀樹議員の質問を終わります。

柏倉議員。

〔議員（９番 柏倉恵里子）登壇〕

○議員（９番 柏倉恵里子） 私は２点質問させていただきます。１点目、空き家対策について。

令和３年２月に開催した総務委員会にて空き家対策の調査を行い、所有者へ行われたアンケート

結果をもとに質疑をいたしました。

アンケートには、解体したいが費用がないなど、町からの支援策を望む回答も多く寄せられてお

り、それに対する町の答弁は、今後も空き家対策は庁内連絡調整会議で全体的に進めていく、との

ことでした。また、町で条例を作らなくても、空き家対策法の中でほとんどのことはできる、との

回答もありました。
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その後、具体的な支援策、今後の計画や方針などは決定されたのでしょうか。町長の所信を伺い

ます。

２点目、男女共同参画担当に女性職員の配置を。

２０１６年に女性活躍推進法が施行され、女性の活躍を支える基盤整備が進み、安全・安心な暮

らしの実現も前進してきています。女性活躍加速のための重点方針２０２０の基本的な考え方が４

項目あげられておりますが、その中に、自主的な取り組みや地域の実情に応じた取り組みの後押し、

あらゆる施策における男女共同参画・女性活躍の視点の反映とあります。

そして今、コロナ禍における女性の貧困の中には、生理の貧困もあげられており、これは女性な

らではの悩みであり、女性にしかわからないことであります。

今後、ますます男女共同参画における仕事は多様化していくものと推察いたします。現在担当と

なっている係には男性職員しかいないようなので、女性職員を配置するべきではないでしょうか。

また、男女共同参画の視点から、町の男性職員が育休を率先して取得し、育児に参加することが

望ましいと考えます。町長の所信を伺います。以上です。

〔議員（９番 柏倉恵里子）自席へ〕

○議長（辻義雄） 木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） お答えをいたします。空き家対策について。

空き家対策につきましては、令和３年２月２４日開催の総務常任委員会で、空き家等所有者アン

ケート調査集計結果などについて説明しております。このアンケート結果につきましては、関係各

課で情報を共有し、空家等対策計画策定に向けた準備を進めているところであります。

この空家等対策計画は、計画策定の趣旨と基本的な方針、空家等の現状と課題、空家等の対策な

どの構成で検討しております。また、具体的な支援策につきましては、アンケートでの支援策の要

望結果を参考として、効果的な施策になるよう支援制度を検討し進めてまいります。

次に２点目、男女共同参画担当に女性職員の配置を、ご回答申し上げます。男女共同参画担当に

女性職員を配置することにつきましては、本町の職員数の状況は、４月１日現在で１５３人、うち

女性が４３人、割合では２８.１％、このうち一般行政職は８２人、うち女性が１３人、割合では

１５.９％であります。

男女共同参画の担当者につきましては、女性職員が少ない状況の中、一人ひとりの適性を見極め、

効率よく最大限の力を発揮できるよう、職場全体のバランスを考えて人事異動を行っているため、

結果的に男性のみとなっているものであります。

そのため、女性ならではの悩みや女性にしかわからないことで、男性職員に相談しづらい場面な

どにつきましては、課内の女性職員の協力を得て対応しております。今後も職場全体のバランスを

考え、男女を含め適切な人事異動を行い、多様化する男女共同参画に係る仕事におきましては、課

内での情報共有を図り、係間の連携により柔軟に対応するよう努めてまいります。

次に、男性職員の育児休業の取得につきましては、平成４年度に男性職員を対象に含めた地方公

務員の育児休業制度が開始してから、本町での実績はございません。

昨年８月に策定した「長万部町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」で

は、令和４年度までに育児休業を取得する男性職員の実績をつくることを目標に掲げ、男女問わず

子どもが生まれた職員には制度の内容説明を行っておりますが、結果として、男性職員の育児休業

の取得には至っておりません。しかし、対象となる女性職員はすべて取得しております。
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今後も引き続き、育児休業対象者への制度説明を行うとともに、男性の育児休業取得に対する意

識改革を含めた制度の周知を職場全体に行うなど、取得しやすい環境づくりに努めてまいります。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（辻義雄） 柏倉議員。

○議員（９番 柏倉恵里子） 何点か再質させていただきます。空き家対策については、やはりち

ょっと遅々として進んでいないような印象を、答弁からもちょっと受けております。私も何度も質

問させていただいているんですけれども、今回も一般質問するにあたり、町長はあまり他町の話聞

きたくないと思うんですけど、松前でこういうのやってるんだよということで、わざわざ印刷して

持って来てくださったので、ちょっと参考までにと思って読ませていただきます。松前町のパター

ンですと、これ今年の、令和３年４月号に掲載のものなんですけども、補助金では上限を６０万円

として、補助対象は経費の２分の１なんですけど、上限が６０万という形で、おおむね年度内、３

年度内では１８件の補助を予定していますという形です。また、対象となる工事は、空き家の全部

を除去し、所有地を更地にする工事である。また、町内の解体業者を使った場合ということになっ

てます。また、申請できる方は所有者であり、また、所有者の相続権利人というふうになっており

ます。また、住居補助の対象となるのは、空き家となって２年以上経過している個人所有の一戸建

て。あと、建築後おおむね３０年以上経過している。他の公的補助金が重複していないもの。とい

う形のもので、松前町が進んでいるということであります。今検討しながら進めてまいりますとい

うことですが、これやるとすれば、いつからこの長万部町としては、補助を対象とした施策をやっ

ていけるのか、どのように考えてますか。

○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） 今、松前町の事例を質問の内容に含めて質問されましたけれども、うちらも

まだ今、２月に総務委員会で報告して、まだ６月なものですから、遅々として進んでないというこ

とでなくて、関係各課とは連携を取りながら、年度内にはきちっと決めようと。来年令和４年には

この制度を発足させていこうと。そのためにはどういう制度を作るのかということに関して、今各

課で協議をして、委員会で立ち上げて最終的に各町でやってる事業の内容も精査しながら、長万部

町としてどれを採用していくかということについては検討の大きな課題だろうなと。ただ、この制

度の使い方というのは非常に安易に考えたら失敗することもある。なぜならば、ああそうだ投げと

けば、ちゃんと補助金くれて、解体の一助になるんだということも、由々しき使われ方もされるこ

ともあるので、そこはしっかりと検証していかないと、制度的にきちっと立てても、なかなか活用

難しい。そこら辺を年度内、はっきり、年度内に計画を樹立をして、全部要綱も作って、令和４年

度から予算化をして事業実施をする。そういうことです。

○議長（辻義雄） 柏倉議員。

○議員（９番 柏倉恵里子） わかりました。ぜひこれは前に進む、きちんとした法的な根拠のあ

るものにしていっていただければと思います。

それでは２問目、男女共同参画の部分で質問させていただきます。答弁では課内の女性職員の協

力を得て対応しておりますということなんですけれども、この場合、男女共同参画という担当は、

多分男性職員だけなんですけど、ここで例えば、こういう相談のパターンは女性職員のほうがよく

わかるしどうだろうということになった場合、その課内にいらっしゃる女性職員は、窓口対応もし

ていただけますか。
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○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） この質問いただいて、どういう内容の質問が年間寄せらてるのかということ

で担当課に話を聞くと、そんな多くな話ではないんですよね。だから今の段階では、例えば担当の

とこにその話が来たら、課の中の誰にお話をして、そして窓口に来られたらその女性に対応しても

らうと、そういう形の中で十分対応してますという話だったんで、今の段階で男性職員を付けると

か女性職員を配置するということでなくて、柔軟にやらせていただければありがたいと。職員も数

多くいるわけではないので。そして女性職員も先ほど話したとおり、一般職で１３人しか今対応し

ていないのでね、その１３人を各課にそれぞれの職場で仕事をさせていただいてるので、できるだ

け近くにいる、例えば担当している保健福祉課であれば、そこには保健師さんもいるし、そういう

形の中で対応していけば十分かなと。今のところはまず、専門の女性職員という形で、専門の職種

を与えるかなということについては、ちょっと人事バランスもあるんで、そこら辺はちょっと検討

しながら課の中で整理をさせていきたい、そう思ってます。

○議長（辻義雄） 柏倉議員。

○議員（９番 柏倉恵里子） わかるんです、女性職員も少ないですし、できれば女性職員を増や

してほしいという望みもありますけども。これは試験を受けに来る来ないというのもあるでしょう

から、出来ればもう少しでも女性職員を増やしていただけるような方向で進んでいただければと思

うんですけど。保健師さんもいらっしゃる課なので、そこら辺は対応できるのかなと思いますけど、

今回のように生理の貧困っていった場合には、やはり男性の前ではちょっと話しづらいですよね。

ということもあり、また、これは町内の話ではないんですけれども、やはりひとり親家庭も今すご

く多くなっていて、男性のひとり親に女性の子が１人いた場合、そういうナイーブな部分では、と

ても父親に相談しづらいということもあって、このたび国を挙げてこの制度をやっていくというこ

とになっておりますので、やはり長万部町としても、ちょっと話しづらいよね役場に行ったときと

いうようなことがないように、窓口でとても話しやすかったという状況が生まれるように、対応し

ていただきたいですし、あと、育休のことも、今年６月３日に衆議院を通過した、育休を取りやす

くするための法改正ができましたので、今度は男性職員も取りやすいと思いますし、今伺ったらま

だ誰１人取ってらっしゃらないということで、今度は男性職員も取りやすいと思いますし、今伺っ

たら誰１人取ってらっしゃらないということで、じゃあ誰が一番先に取るんだということで、すご

く取られる方すごく取りづらい環境が生まれてますので、誰がとってもいいんだよという、やはり

雰囲気作りですかね職場の。役場が率先して取ることによって、町内の業者にもそれが波及してい

くような、そういう模範となる状況を役場の中で作り出してほしいなと思います。いかがですか。

○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） まず、女性職員を増やしてくださいという質問があったんだけども、これは

別に女性職員を採用していないということじゃなくて、応募がないの。一般職で。やっぱり応募し

てくるとちゃんとすべての面接も試験も通って、面接もやって採用するんだけども、応募がない以

上は採用できないというのが現状です。

それと同時に、男子の育休についても、これ法律で決まってる。法律で。だからご本人が申請を

したら、これは拒否することができない。それがやっぱり育休の取り方だと思うし、積極的にそう

いった担当の、そういった立場にある職員には、育休どうですかってこれからは声掛けてね、取り

やすい環境を作らざるを得ない、ただし先ほども人員の人数も発表したとおり、限られた人員で各

所で仕事してるものだから、１人欠けることによってまたその課の中にもちょっと仕事で大変なこ
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と起きてくるけど、法律で制定されている以上は、やっぱり法律を守って、男子の育休も取りたい

というのはこれ当たり前に認めるということになろうかと思います。柔軟に窓口対応も含めてやっ

ていきたいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。

○議長（辻義雄） 以上で柏倉議員の質問を終わります。

北川議員。

〔議員（８番 北川佳嗣）登壇〕

○議員（８番 北川佳嗣） 私は２問質問をいたします。１問目、国道５号線バイパス沿いの海岸

における、砂や漂着物等の堆積物除去に係る改善措置のその後は。

２問目、エゾシカ等、野生鳥獣による農林産物への食害防止対策は。ということでありますが、

１問目、国道５号線バイパス沿いの海岸における、砂や漂着物等の堆積物除去に係る改善措置のそ

の後は。この事案に関しては平成２８年第４回定例会、平成２９年第４回定例会、平成３０年第４

回定例会と過去に３回の質問をしております。

この間、平成２９年４月には海浜地の管理者である北海道函館建設管理部により、実験的に消防

署前約１００メートルの堤防の海岸の砂を除去し、堤防を２メートル露出させる工事が行われまし

た。平成３０年第４回定例会の質問に対して、経過観察の結果、「町としても一定程度の持続効果

が認められたと考えられる」との答弁でありました。試験的な施行以来４年が経過いたしましたが、

残念ながらその後、全く手つかずの状態が続いております。

本年４月１６日の早朝には内浦湾内を震源地として、マグニチュード４.５の地震が発生してお

ります。幸い津波の被害はありませんでしたが、内浦湾内が震源地になりうるという現実に大きな

衝撃を受けた沿岸住民もいることと思います。ここ数年は大きな高潮の被害も出ておりませんが、

防波堤が本来の機能を果たしていないため、強いヤマセの吹く日は海岸の砂が舞い上がり、住宅や

店舗の玄関先まで運ばれてきて、快適な住環境が損なわれております。

直接的な海岸の管理者は北海道でありますが、実際に被害を被るのは長万部町民であります。改

めまして、今後の工事計画の進捗について町長の所信を伺います。

２問目、エゾシカ等、野生鳥獣による農林産物への食害防止対策は。近年、全道的な傾向ではあ

りますが、本町においても野生鳥獣、とりわけエゾシカの採食による農作物被害が拡大・深刻化し

ております。本町においては、「長万部町鳥獣被害防止計画」を策定し、「鳥獣被害防止対策協議

会」による、被害の防止に尽力されておりますが、当該計画にも示されているように猟友会会員の

高齢化による捕獲担い手不足も顕著であり、これらの活動を上回る勢いで個体数が増加している状

況であります。

猟友会によるエゾシカの捕獲頭数も、年々増加の一途をたどっており、本定例会において、駆除

した有害鳥獣の解体処理施設に対する補助金の補正予算も上程されております。大変有益な事業で

あると評価いたしますが、捕獲頭数を増やし、農作物への被害を減少させることが第一義の課題で

あります。

そこで、１点目、有害鳥獣の捕獲に携わる狩猟者も、新規参入者が少なく高齢化が進み、機動力

の低下が懸念されており、担い手対策として狩猟者の負担軽減についての検討。

２点目、農業被害の現状に即した捕獲体制を図り、農業関係との連携強化に努めるとともに、く

くりわなの狩猟免許を農業経営者自ら取得してもらい、農地の自主防衛に努めていただくような取

り組み。

３つ目、北海道が作成した「エゾシカ衛生処理マニュアル」に準拠した衛生管理を行い、食品と
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しての安全性を確保するとともに、より安心な付加価値の高い食肉としての流通を図る。

以上これらの点、財政的な措置も含めた施策への展望について、町長の所信をお伺いいたします。

〔議員（８番 北川佳嗣）自席へ〕

○議長（辻義雄） 木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） ２点について応対をいたします。

国道５号線バイパス沿いの海岸における、砂や漂着物等の堆積物除去に係る改善措置のその後と

いうことでご質問いただきましたのでご回答させていただきます。ご質問のありました国道５号線

バイパス沿いの海岸における砂等堆積物の対応につきましては、平成２９年に消防署前の海岸幅約

１００メートルに渡り、堆積した砂を除去し、防波堤を２メートル露出する対策工事を施工してい

ただき、砂の飛散防止には効果的との認識により、今後も範囲を拡げて対策工事をするよう要望を

続けていたところであります。

さらに、今年１月に函館建設管理部地域社会資本整備推進会議において、令和４年度の社会資本

整備要望として、砂やゴミが後背地に飛びやすい状況でもあることから、堆積した砂の除去につい

て、事業化するよう要望したところであります。海岸を管理する函館建設管理部としての回答では、

「海浜地における砂の堆砂については、波の打ち上がりを抑制させる効果があることから、除砂を

行うことについては慎重に判断する必要がある。」との内容が示されました。

また、現在の長万部海岸の護岸について、その経緯等について調査したところ、該当する長万部

海岸も含め、国道５号線バイパス工事に伴い、平成元年に当時の函館開発建設部から海岸法に基づ

く護岸工事の協議図書が見つかり、今回のご質問の対象区域である町立病院前浜付近から大町の船

揚げ場までは、「緩傾斜護岸」と呼ばれる方式が採用されており、噴火湾の波の大きさなどをその

海岸状況に合わせて計算された裏付けによりその対策工事が実施されたようであります。

この「緩傾斜護岸」は土木学的には、波の浸食を防ぐ効果を狙ったもので、該当する区間は波返

しの天板まで斜めにコンクリートの護岸が施工されており、その上に砂が堆積している状況となっ

ております。

この「緩傾斜護岸」の考え方について、海岸管理者である函館建設管理部八雲出張所の担当に今

後の対応についても含め確認したところ、「緩傾斜護岸」は浸食を防止する施工方法であり、砂が

堆積することはむしろ効果をあげているとの判断であり、今後この「緩傾斜護岸」の除砂を行う考

えは無いとの回答がありました。

しかしながら、本町といたしましては砂等の後背地への飛散防止と流木等の打ち上げ対策の観点

から、引き続き除砂以外の対策も含め、関係機関と協議をしていきたいと考えております。

２点目の、エゾシカ等、野生鳥獣による農林産物への食害防止対策は、ご回答いたします。

本町におけるエゾシカ等による被害ですが、令和元年度、２年度の２年間で約１,６００万円の

被害額が報告されております。被害のほとんどは牧草およびデントコーンとなっており、近年はキ

ツネ、アライグマ等による家畜に対する被害も発生しております。このようなことから、町として

も被害防止のため鳥獣被害防止対策協議会とも協力し、農業被害等の軽減を図っております。それ

では、順次お答えをいたします。

（１）担い手対策については、狩猟人口が減少・高齢化する傾向にあり、野生鳥獣の保護管理体

制を維持するため、捕獲の担い手となる人材の確保を目的として、新たに狩猟免許等を取得した方

を対象に、狩猟免許の取得、猟銃の所持許可の取得および猟銃の購入時に要する経費に対して、全
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額補助金を交付するために、平成３０年度より長万部町狩猟免許等補助金交付要綱を施行しており

ます。現在まで３名の新規狩猟者が増え、新たな担い手となっております。

（２）農業者の自主防衛については、農業被害の現状に即した捕獲体制を図るため、令和２年度

には鳥獣被害防止総合対策事業を活用し、鳥獣被害防止対策協議会に対し、箱わなと電気差し止め

器セット購入に係る経費を補助金として交付するなど、農業被害防止の為に鳥獣被害防止対策協議

会と取り組んでおります。また、農業者自らが狩猟免許を取得し、捕獲を実施することに関しては、

捕獲後の解体処理等は時間と労力がかかり負担となるため、農業者と有害鳥獣被害防止対策協議会

との連携強化に努めております。

（３）「エゾシカ衛生処理マニュアル」に準拠した衛生管理の実施については、現在、新規狩猟

者の増加やエゾシカ捕獲頭数の増加を目指しており、将来的には、「エゾシカ衛生処理マニュアル」

に基づいた付加価値の高い食肉を流通するためには、安定した捕獲が必要でありますが、今後とも

鳥獣被害防止協議会や飲食業者とも連携していきたいと考えております。以上です。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（辻義雄） 北川議員。

○議員（８番 北川佳嗣） まずこの海岸の防波堤の問題なんですが、通告でも書いてあるとおり

過去に３回質問をしております。一番最初が平成２８年、ですから足かけ５年になってるわけです

ね。その間何度か質問しているんですが、この緩傾斜護岸という工法が初めて出てきたんですが、

これはいつ函館建設管理部から図書が見つかったんでしょうかね。これ最近わかったことなんでし

ょうか。

○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） 何回話しても全く工事の進捗に繋がっていかないということがこの３、４年

あった。我々も今の緩傾斜護岸ということは、知り得てなかった資料なんです。前までやったとき

には護岸に緩傾斜というのは護岸の天板から斜めにコンクリートブロックが建設されているという

ことについては聞いてなかった。１００メーターの間というのは施工がなかった。そしてその１０

０メーター行った所で、コンクリートブロックが出てきたということで、その時点で何入ってるの

という話はしていたんだけども。我々の持ってる知識の中では、とにかく砂を取ってくれと。砂を

取って、そしてその波が斜路のように上がってきて、道路に流木だとかその他打ち上がってきたら

大変なんで、ひとつやってくださいという話を３年続けてきたんだけど、何回言ってもまるっきり

動きがなかったんで、今回なぜ、どうしてという話が出てきて、今回の例えば、バイパス建設時に、

取って令和の始め頃に、町と開発局、それから道のほうとでこの緩傾斜護岸の建設について同意を

していた。その関係の書類が今回初めて我々の手にも入って、見せていただいたということが今回

の始まり。初めて我々も見た。その契約の段階では行政も知ってたんだと思うけども、砂が盛って

しまったら、まったく天板から斜路になってるコンクリート護岸見えない。それで１００メーター

だけとりあえずやったというのが、函館建設部の今回やられた２９年の作業だと思ってます。今回

初めて図書、書類が見つかった。今回です。

○議長（辻義雄） 北川議員。

○議員（８番 北川佳嗣） これ所管が長万部町ではなくて道の函館建管の所管なので、いくら町

長にお願いしてもこれは所管が違うので、なかなか前に進まないのはわかるんですが。ただ、通告

文にも書いてあるとおり、実際に砂が飛んできて被害を被るのは長万部町民でありますし、見た目

の景観も、天板の上に雑草が生い茂っててよろしくないので、そこら辺のところぜひ改善していた
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だきたいと思います。

それで、前の質問で何度か質問している中でも、毎年、函館建設管理部地域社会資本整備推進会

議というのが開かれているようです。多分コロナ禍でもそれは毎年やってるんだと思いますが、そ

れ以外の機会も利用して、ぜひここら辺進めていただきたいと思いますが、町長所信お願いします。

○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） 大変気にかけて、ずっときた案件なんですね。ただ、自分たちの思いで好き

にならないというのがちょっと残念だなと思って。今年１月２９日、ちょうど金曜日だったんだけ

ど、おおきな高波警報が出た日がありました。そのうちにちょっとどうなるのかなと思って、消防

署の向かい側で状況を判断をさせていただいた。大事には至らなかったんだけども、時としてやっ

ぱりのぞかせていただいて、気にかかる部分と、それから１回経験しているのは、バイパスが２日

間通行止めになったってことが事実あるんですね。そのときに判明したのが、バイパスの道路の柵

とそれから堤防は開発局が管理できない。で、そこからその先は海岸法でいった北海道が管理をす

る。その間に挟まったゴミ、どこで片付けるのという話をしたら、国道に上がった砂は開発がやり

ます。この砂の除去については開発速やかにやる。ところが柵と堤防の間の流木、ゴミ、これは北

海道が除去する。これ１週間以上やらなかったんだよね。そしてその時も早くどけてくれっていう

話をしたんだけども、なんとやり始めたのは１０日くらいかかってやった。ここで管理する方法、

例えば国道管理する国土交通省所管の開発局、そして柵から護岸のほうは北海道。この問題が実は

解決されたのは平成３０年なんだ。それまではあっちでやれこっちでやれという話の流れになって

きて、そして平成３０年の年に八雲の道路事務所の所長さんが、こういう実態になってたというこ

と初めてわかった。これはダメだと言って、当時の八雲事務所の所長がご尽力されて、その翌年の

３月３０日に北海道開発局とそれから道庁の間でその作業の分離がはっきりついた。これが今回平

成３０年の大きな話なんですね。我々は今おっしゃったとおり所管はあくまでも北海道が所管なも

のだから、やはり我々にしたら町民の生活環境が砂に侵されたり、例えば流木やゴミが飛んできて、

生活環境が悪くなるということについては、これは我々として、長万部町としてもちゃんと関係機

関に言わなきゃいけない。これは今後もそうした作業、そうした発言は続けて、要望提案をしてい

きたい、そう思ってます。

○議長（辻義雄） 北川議員。

○議員（８番 北川佳嗣） ２問目なんですが、エゾシカの問題なんですけれども、私もこの質問

に際して、例えば酪農家、それから畑作農家、それから猟友会の方に、情報がほしいのでお話を伺

いました、その中で農家の方、自前の、ビジネスじゃない自家用の野菜畑、うちの玄関の近くに作

ってるんですけども、それがもう去年は全滅状態でやられたと、シカに。なので、わな猟の免許取

りに行くのはやぶさかではないんだと。ただしこれ、シカはくくり罠でしか取るのが、もっぱらそ

ういう罠ですから、くくり罠をしかけて掛かったシカを、それから先差し止めするのには、猟銃で

なるべく苦しませないように差し止めしなきゃならないし、それからそれを運搬して処理するとい

うのは、一農家にはできないので、そこは猟友会の方にお願いしなければならないし、そのくくり

罠の免許も、振興局までわざわざ行って、講習を受けて試験を受けて、初めて免許もらえるという

仕組みになってるので、できれば有志が何人か集まって、ある程度の人数が集まったらば、振興局

のほうから来て、講習会でも開いてもらえれば助かるんですけどね。というような話をしてました

ので、このたび今国会で法律、特措法ですね、鳥獣被害防止特別措置法が今国会で改正されており

ます。これは捕獲を後押しするための法律であるというふうに骨子はなってますが、まだ詳細は下
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りてきてませんのでわかりませんけども、そういうことも含めて、できればもう少し簡単に罠の免

許が取れるような仕組みとかっていうものを町のほうから振興局のほうに働きかけするようなこと

というはできないものでしょうか。その辺いかがですか。

○議長（辻義雄） 木幡町長。

○町長（木幡正志） エゾシカ、鳥獣の捕獲についてはどんどん法律も改正されてきて、今まで撃

った山なら山で解体処理をしてやれたんだけど、今度はそれはダメだと。それを放置してくること

もダメだということで、解体する場所がなければ、駆除ができないというのが今回の大きな協議会

からのお話でした。上がってきた要望は、やはり処理施設を作るから、ひとつ補助していただけな

いだろうかというお話を先方からいただいて、それはとにかく取り急ぎやらないと、シカがどんど

ん増えるわ、熊は出てくるわ、処理はできないわ、撃てないわということになってくると大変だな

ということで。今回議会に提案をさせていただいて、解体処理施設を協会のほうで建設をするとい

う形にはなってきたんだけども、我々も本当に狩猟人口、狩猟者の年齢も高齢化なってきて、若い

人方にお願いしたいといっても、なかなか特殊な資格だし、そういったものを全額補助して、猟銃

を買ってくださいあれしてくださいというのも一生懸命補助してやってるんだけども、なかなか増

えてこない。今後どうするかといったら大きな課題ですよね。考えているうちに熊も増えシカも増

アライグマも増えキツネも増えってことになるんで、やっぱりそこは早め早めに対応していかなき

ゃいけないなと思ってるんだけども。農家さんも、例えば振興局から何人か集まったら講習して免

許与えるというような振興局の考え方もあれば、やっぱりそこは我々が話をして、来てくれるのか

いと。来てくれて例えば５人集まったら来て講習をしてくれるのか、それとも１０人集まったらや

るとか、なんたかんた振興局まで来て講習しなければダメだということなのかということはまだ聞

いてないんで。そこら辺は今後振興局と問い合わせをしながら、農家さんの対応にもしてあげたい

なと思うし、農家さんも先ほど罠に掛かったシカの話をしてたみたいなんだけども、とどめを刺す

ということは、やっぱり生きてるものをとどめ刺すというのはなかなか慣れないとできないという

のが大方の考え方で、とどめ刺したら解体処理をする、これも自前でやらなきゃいけない。農作業

の忙しい、農作業で人手も借りたいほど、担い手も欲しいほどひっぱくしてる仕事の内容の中でそ

こまで専門的にかかってやれるかなってのは、ちょっと大変なことだし、そしたらやっぱり協会な

り協議会のほうにお願いをしてやっていただくというのが最善かなと思ってたこともあったんだけ

ど、今お話しされた講習の段階で、そういった方法が取れるかどうかというのは問い合わせだけは

してみます。

○議長（辻義雄） 以上で北川議員の質問を終わります。

以上をもって一般質問は通告どおり全部終了いたしました。これにて一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

１１時０２分 休憩

１１時１５分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第９号 令和３年度長万部町一般会計補正予算（第２号）

○議長（辻義雄） 日程第２、議案第９号令和３年度長万部町一般会計補正予算（第２号）の件を

議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。
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佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第９号令和３年度長万部町一般会計補正予

算（第２号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ１７６万円を追加し、補正後の予算総額を５３億１,５９

０万７,０００円とするものであります。

内容は、補正予算書に添付しております概要により、歳出からご説明いたします。

農林水産業費、農地費、工事請負費１７６万円の追加は、長万部町南地区浄水場サーバー取替工

事で、遠方監視システムのサーバーが経年劣化により機能停止したことから、取替工事を行うもの

であります。

次に、歳入についてご説明いたします。繰入金、財政調整基金繰入金１７６万円の追加は、今回

の補正で不足する財源を当基金から取崩し、収支の均衡を図るものであります。この基金取崩し後

の当基金残高見込額は、４億９,２４８万６,０００円となります。

以上がただいま上程されました、令和３年度長万部町一般会計補正予算（第２号）の内容であり

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁です。あ

りませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎発議第１号 学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるため

の意見書

○議長（辻義雄） 次に日程第３、発議第１号学校教育におけるデジタルトランスフォーメーショ

ンを適切に進めるための意見書の件を議題といたします。

本案については会議規則第３９条第３項および議会運営に関する基準６５の規定により、提出者

の説明を省略し、合わせて質疑も省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって本案については提出者の説明を省略し、合わせて質疑も省略することに決定しました。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決されました。
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◎発議第２号 地方財政の充実・強化に関する意見書

○議長（辻義雄） 日程第４、発議第２号地方財政の充実・強化に関する意見書の件を議題といた

します。

本案については会議規則第３９条第３項および議会運営に関する基準６５の規定により、提出者

の説明を省略し、合わせて質疑も省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって本案については提出者の説明を省略し、合わせて質疑も省略することに決定いたしました。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決されました。

◎発議第３号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

○議長（辻義雄） 日程第５、発議第３号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化

を求める意見書の件を議題といたします。

本案については会議規則第３９条第３項および議会運営に関する基準６５の規定により、提出者

の説明を省略し、合わせて質疑も省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって本案については提出者の説明を省略し、合わせて質疑も省略することに決定いたしました。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決されました。

◎所管事務等の調査及び閉会中の継続調査について

○議長（辻義雄） 日程第６、所管事務等の調査及び閉会中の継続調査についての件を議題といた

します。お手元に配付したとおり、各常任委員長および議会運営委員長から特定の案件について閉

会中に委員会活動を行いたいとの申し出がありました。

お諮りいたします。

各常任委員長および議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の活動を承認することにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって各常任委員長および議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の活動を承認すること
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に決定いたしました。

以上をもって本定例会に付議されました案件審議は全部終了いたしました。

◎閉会宣言

○議長（辻義雄） これにて令和３年第２回長万部町議会定例会を閉会いたします。どうもご苦労

様でした。

１１時２１分 閉会


